
生命倫理全体について
　 （ 検 討 用 た た き 台 ） 　

資料４



生命倫理への対応（生命倫理専門調査会）
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繰
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り

①生命倫理全体像の把握

　・生命倫理に関し行政として議論する内容　
　　及び範囲の設定

　・生命倫理上の課題の整理

　・生命倫理上の個別課題への対応状況の整理

②生命倫理を議論する上での基盤

　・生命倫理に関する共通の考え方・理念の　
　　抽出

　・生命倫理上の課題への対応のあり方の整理

③個別課題（ヒト受精胚の取扱いの在り方等）
　の議論への反映

１

１．議論の流れ



生 命 倫 理 全 体 ( 2 ) ‥ 内 容 及 び 範 囲 の 設 定

☆「生命」の意味するところは何か

　・生命科学を意味するのか
　　（この場合、「生命倫理」を「生命科学を進める上での
　　　倫理上の問題」として捉えることになる）

　・生命そのものを意味するのか
　　（この場合、「生命倫理」を「生命に関する倫理上の
　　　問題」として捉えることとなる）

　・人以外の生物も「生命」について

☆「倫理」の意味するところは何か

　・語義としては「道徳の規範となる原理、人としての
　　道（広辞苑）」とされている。

　・どのような人の行動が対象となるのか。
　　　研究開発活動、医療活動、産業活動、行動一般等

【
検
討
の
視
点
】

　
☆
ど
の
よ
う
な
局
面
で
生
命
倫
理
が
課
題
と
な
っ
て

　
　
い
る
の
か
。

　
☆
行
政
と
し
て
の
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応
が
必
要
か

　
☆
科
学
技
術
の
観
点
か
ら
の
対
応
が
必
要
か

☆環境問題や生物多様性の問題も対象に含まれてくる　
のか。

２



２ ． 生 命 倫 理 上 の 課 題

（広義の）生命倫理の範囲

生命倫理として
課題がある範囲

生命科学の発展に
伴い生じる倫理上の問題

－「生命科学の発展」と「人の尊厳の保持」や
「人権の保護」とのバランスをいかにとるか－

人クローンの産生
ヒトＥＳ細胞の樹立・使用

ヒト胚の利用

ゲノム・遺伝子解析

精子・卵子・胚の提供等
による生殖補助医療

臓器移植

着床前診断

人組織の研究・産業利用

ＥＧ細胞の樹立・使用
遺伝子治療

動物クローン

中絶の是非

生物多様性

環境問題

死刑の是非

先端研究成果
の 臨 床 応 用

４

など など
死



胚の保護

人間の道具化

亡くなった子の代替
遺伝的性質の選択

社会的問題性 有　用　性

再生医療
拒絶反応のない
　移植医療

ミトコンドリア
症の治療

家族関係等
の混乱

生命倫理上の個別課題への対応状況

特定胚（人クローン胚等）
の取扱い

人クローン
産生

ＥＳ細胞の
樹立・使用

ゲノム・遺伝子
解析研究

テーラーメイド
医療

個人情報保護

禁　止

ヒト用薬剤等

の試験

遺伝病の治療

未熟な技術による
安全性の危惧

ヒト組織の研究
利用の条件

不妊治療

　（意見の集約・判断基準）

（検討用たたき台）

生殖細胞作成
のおそれ

制限的容認 容　認

検討中

家族を含めた
発症リスクの判明
（精神的影響等）

５

（差し替え）


